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ヨシ群落保全に係る現在の取組について

滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課

資料１



ヨシ群落保全基本計画（R３．12改定）概要
資料１
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〇 ヨシ群落保全基本計画の策定

条例第９条第１項の規定に基づき策定
（現行計画の計画期間：令和3年度（2021年度）から令和12年度（2030年度) )

＜基本方針＞

（１）多様な働きを持つヨシ群落を地域の特性に応じて、健全な育成を図る
（２）事業者やボランティア等との関わりによる取組を広げ、地域とともに保全

活動を行っていく
（３）「守る・育てる・活用する」の循環の構築により、持続的な取組を進める

＜保全目標＞

ヨシ群落の質的な保全・再生を目指し、ヨシ群落の健全な育成を図る
・良好なヨシ群落が現存している場所においてはその状態を維持
・衰退した場所においては再生し、地域の特性に応じた維持管理や利用を推進



ヨシ群落保全基本計画（R３．12改定）概要
資料１
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守る

育てる

活用する

造成工事

滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例

補植工事

ボランティア・企業による保全活動

水草等対策技術開発支援事業

ヨシ布

歯ブラシ「美WAKO」

ヨシストランドボード



令和6年度の実施状況について
（1） 守る

資料１
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滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例（平成４年３月施行）

〇 この条例は、ヨシ群落を積極的に保全し、その多様な機能を発揮させることにより、
琵琶湖の環境保全を図り、県民の生活環境の向上に寄与することを目的とするもの

⇒ 県、県民および事業者の責務、ヨシ群落保全区域の設定、計画策定義務などを規定

＜条例 前文の一部抜粋＞

ヨシ群落の保全は、琵琶湖を代表する自然を守り、水辺の生態系の保全を図るのみなら
ず、私たちの心の支えである湖国の風土や文化を守る大きな意義を持っている。

私たちは、今後も、それぞれの役割を一層果たすことに努力し、一体となって琵琶湖を
守り、美しい琵琶湖を次代に引き継ぐための新たな取組の出発点として、滋賀県琵琶湖の
ヨシ群落の保全に関する条例を制定する。



令和6年度の実施状況について
（1） 守る

<保全区域の種類など＞

区分 ヨシ群落の状況（設定要件）
上段：個所数
下段：面積

保護地区

◎奥行きが概ね100ｍ以上ある安定
したヨシ群落（昭和30年代と比べ
て後退がなく安定している群落）

3箇所
78.8ha

保全地域
◎ 奥行きが概ね30ｍ以上～100ｍ
未満のヨシ群落

29箇所
650.2ha

普通地域

◎ 奥行きが概ね30ｍ未満であっ
て次のようなヨシ群落

・小規模のヨシ群落
・まばらな状況のヨシ群落
・幅の狭いヨシ群落

20箇所
103.6ha

図 ヨシ群落保全区域の概略図 保全区域の個所数などの合計 52箇所 832.6ha
5

〇ヨシ群落保全区域では、工作物の新築などの行為
が制限される（事前の申請や届出が必要）

○県以外の者によるヨシ群落保全活動の把握 12件

資料１



令和6年度の実施状況について
（２） 育てる

資料１
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○造成面積
琵琶湖保全再生課

ヨシ群落造成工事
（長浜市平方町地先）

水産課
ヨシ帯補植工事

（長浜市西浅井町岩熊地先）

補植工（ヨシマット敷設） 施工中 施工後状況（R７.8.2８）施工後

ヨシ群落造成面積の推移



令和6年度の実施状況について
（２） 育てる

資料１
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琵琶湖保全再生課
ヨシ群落造成工事

施工済み

R8予定

R6施工後状況（R７.１１.１９）



令和6年度の実施状況について
（２） 育てる

資料１
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○刈取面積（令和6年度）

県事業実施面積 ：0.47ha
自治振興交付金※１による支援 ：3.77ha
ヨシ群落保全活動奨励金※２による支援：1.35ha

その他の団体等による実施面積 ：0.46ha
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
計 6.05ha

※１ 市町や自治会などの住民組織がヨシ群落保全区域内で実施する事業に対し
て、市町に交付するもの。令和６年度：大津市、高島市

※２ 株式会社伊藤園では平成20年から琵琶湖の総合保全を目的として「お茶で
琵琶湖を美しく。」キャンペーンを実施、売上げ金の一部を本県に御寄附
いただいている。この寄附金の一部を活用して、ボランティア団体等が県
内で行うヨシ群落保全活動に対して支援を行うもの。
令和６年度：９団体



現在の取組について
（２） 育てる
○ ヨシ刈り活動によるCO₂回収量の算定

ヨシ群落保全の効果を客観的な数値により「見える化」するために、
令和３年度、ヨシ刈り活動によるCO₂回収量の算定ツールを開発
滋賀県ホームページで公開している

9

資料１

算定ツール（Excel）

（県HP）



現在の取組について
（２） 育てる

10

資料１

○ ヨシ刈り活動によるCO₂回収量の算定ツールの活用事例

高島市でのヨシ刈り活動(※)にて、

びわこ高島の葦を守る会から参加企業・団体（希望者のみ）に

発行する「参加証明証」に「ヨシ刈りによるCO₂回収量」を明記。

※主催：びわこ高島の葦を守る会

協力：株式会社TAMAYURA

（証明書イメージ）



令和6年度の実施状況について
（２） 育てる

資料１
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○普及啓発活動（R6年度）

小学校での出前講座：16校

保全活動指導：8回

室内授業 ヨシ苗づくり ヨシ刈り・収穫



令和6年度の実施状況について
（３） 活用する

資料１
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○水草等対策技術開発支援事業（令和4年度～）

かつて、ヨシはあらゆる生活の場で活用されていたが、生活様式の変化により需要
は減少。
新たな利用・活用を進めるため、ヨシ製品の開発等に取り組む事業者を支援。

○開発された製品①

歯ブラシ『美WAKO』（株式会社N＆S）（R4年度に支援）

・柄は琵琶湖産ヨシ含有のペレットやトウモ
ロコシ樹脂、ブラシは植物由来原料100％
のヒマシ樹脂を使用。
・パッケージはヨシ紙を、袋はヨシ布を使用。
・歯科医師が何度も試行錯誤した上で完成
した、機能的な歯ブラシ。
・令和６年５月から本格販売を開始。企業等
の記念品にも採用された。



令和6年度の実施状況について
（３） 活用する

資料１
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○開発された製品②

ヨシストランドボード（株式会社エスウッド）（R4・R5年度に支援）

・西の湖（近江八幡市）周辺のヨシを活用した建材。
・家具や内装材をはじめ、コースターなどの雑貨やパネルのような展示用
品等様々な用途に活用できる。
・滋賀県立大学等と連携して開発。
・令和６年度は、販売や試作のため西の湖周辺のヨシを約600キロ活用。
・令和６年12月に事業化。



「TAMAYURA SUSTAINABLE WORKS」

ヨシ繊維を用いたユニフォーム等

→2025年開催大阪・関西万博の運営スタッフユニフォーム
の帽子にヨシ布を使用

（３） 活用する 資料１
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滋賀の水環境保全に係る優れた技術やコンセプトに裏打ちされた製品等を選定するもの。

「びわ湖ヨシ紙」およびヨシ保全・環境学習支援

ヨシを用いた紙製品等

・株式会社たまゆら（R4年度） ・ヨシネットワーク（R５年度）
高麻株式会社と事業体申請 西川嘉右衛門商店と事業体申請

○「ビワコプロダクツ」とは（環境政策課事業）

○これらの製品が、 「ビワコプロダクツ」に選定
歯ブラシ『美WAKO』 (R6年度)
ヨシストランドボード (R7年度) 特定非営利活動法人まるよしと事業体申請

過去の選定製品 （ヨシ関係）



令和6年度の実施状況について
（４） 令和6年度ヨシ群落現況調査の結果

資料１
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〇 ヨシ群落面積の回復、ヤナギ等の面積比率が増加
〇 侵略的外来水生植物の侵入
〇 生活様式の変化による地域の関わりの減少 など

出典：「昭和28年度総合開発調査 琵琶湖水位低下対策（水産生物）調査報告書」（滋賀県水産試験場）

「ヨシ群落現存量等把握調査」（平成４年３月 滋賀県環境室）

「ヨシ群落現存量等把握調査」（平成１０年３月 滋賀県自然保護課）

「ヨシ群落現存量等把握調査」（平成２０年１２月 滋賀県自然環境保全課）

「ヨシ群落現況調査」（平成30年２月 滋賀県琵琶湖政策課）

「ヨシ群落現況調査」（令和７年２月 滋賀県琵琶湖保全再生課）

ヤナギ等によりヨシの生育が阻害され
ているヨシ群落

侵略的外来水生植物（オオバナミズキン
バイ等）が侵入しているヨシ群落
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26％ →  62％

内湖のヨシ群落

におけるヤナギの

面積比率

（H4） （R4）

6％ → 22％

琵琶湖のヨシ群落面積は回復

内湖のヨシ群落面積はほぼ同程度

※昭和28年度については、ヤナギとヨシの区分を行っていない。

（調査概要）令和４年度撮影の空中写真を判読し、湖辺植生の現況やヨシ群落面積を把握する



令和6年度の実施状況について
（５） ヤナギ等の伐採

資料１

16

ヤナギ等が巨木化すると、ヨシの生育が阻害される
→巨木化したヤナギ等を 伐採する必要がある（平成28年度時点伐採対象：約3400本以上）

○ヤナギ伐採状況（令和6年度末時点）

令和６年度は84本のヤナギ等を伐採。
３月に配布イベントを開催し、一般配布した。

長浜市 薪配布
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現在の取組について
（５） ヤナギ等の伐採

資料１
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＜現状と課題＞

・伐採が必要なヤナギ等約3,400本に対して伐採ペースは限定的。（約100本/年）

・自然の流れとして、ヨシ主体群落→混成群落→ヤナギ主体群落に移り変わる

→地域のボランティア団体等の協力を得ながら、伐採ペースを加速させる
ことが必要。 伐採したヤナギの有効活用も必要。

→さらに、伐採したヤナギ等は、切り株から芽吹いて若返る（萌芽という）
ことがあり、確実に枯死させるため、これを阻止する必要がある。



現在の取組について
（５） ヤナギ等の伐採

資料１
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<現状と課題>
伐採ペースを加速させることが必要

＜対策＞
・R7年度予算にて、ヤナギ伐採に係る委託費を増額し、伐採本数を増やした。

（参考）R6年度 84本 → R7年度 118本

・R7年度予算にて、ボランティア団体等による保全活動への奨励金事業にて、
ヤナギ伐採に係る経費を見直した。

番号 対象となる活動
対象となる活動の要件および奨励額

内容 要件等 奨励額 上限

(3) ヨシの生育の支障と
なっているヤナギ等
の伐採活動

ヤナギ等の伐採 胸高直径
10～15cm未満

定額
1,000円/本

30万円

15～20cm未満 2,000円/本
20～25cm未満 3,000円/本
25～30cm未満 5,000円/本
30cm以上 10,000円/本

番号 対象となる活動
対象となる活動の要件および奨励額
内容 要件等 奨励額 上限

(3) ヨシの生育の支障と
なっているヤナギ等
の伐採活動

ヤナギ等の伐採 地際から30㎝高
の直径
10～20cm未満

定額
7,000円/本

30万円

20～30cm未満 16,000円/本
30～45㎝未満 28,000円/本
45㎝以上 40,000円/本

令和6年度要領

令和７年度改正要領



現在の取組について
（５） ヤナギ等の伐採

資料１
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＜現状と課題＞

伐採したヤナギ等は、切り株から芽吹いて若返る（萌芽という）ことがある
が、これまで対策がされてこなかった。

＜対策＞
・防草シートを用いて、光を遮断することにより、萌芽を阻害する 等

〈R7.6月〉萌芽

防草シートを
巻き付ける

〈R7.11月〉枯死

5か月経過

【例】R7.1月伐採後のヤナギ



令和6年度の実施状況について
（6） 令和６年度ヨシ群落保全活動団体調査

資料１

20

<調査概要>

ヨシ群落infoの掲載情報とするため、ヨシ群落保全等の活動をしている団体について調査

<調査方法>

・県や（公財）淡海環境保全財団が把握していた団体、WＥＢ検索・新聞記事・電話・訪問等による
情報をもとに、「調査対象リスト」を作成

・リストに掲載された団体から、文書等により活動状況、ヨシ保全への思い、課題等を聞き取った
（回答：62団体/９１団体） ※情報の公開については今後調整

<調査結果>

◆団体の種類 ◆活動内容（団体数）

37

17

24

21

27

18

0 10 20 30 40

刈取り

植栽

清掃

普及啓発

利活用

その他



令和6年度の実施状況について
（6） 令和６年度ヨシ群落保全活動団体調査

資料１

21

◆主な活動場所

「ヨシ群落info」で団体の活動状況、思いや悩み事を発信することで、人と団体をつなげるきっかけづくりを図る
（詳細は議題２で）

（団体数）

・ヨシの保全や利用に取り組む多様な主体の連携体制の構築
・ヨシ紙すき体験やワークショップを学校開催してくれる企業
団体があるのかわからない。

・ヨシ植栽の時期の調整や、琵琶湖の水位変動の考慮、土壌基
盤が流出しない環境整備が難しい。

・植栽してもヨシが群生しない。ヨシ苗が波で流されて定着し
ない。

・地域に愛着を持ってもらうため、地域の特色ある資源であるヨ
シの文化、伝統を次の世代につなぐための支援をしていきたい。

・母なる琵琶湖を守る心を育むイベントとして、ヨシ松明の炎に
その思いを込める。

・地域と連携して、ヨシの再生および維持管理を進めていきたい。
・在来魚の産卵・初期成長の場として健全な状態に戻したい。
・ヨシ製品の販路支援を行い、ヨシ産業・地域経済の活性化に貢
献したい。

・滋賀県で操業している企業として『琵琶湖保全』、『生物多様
性保全』、『環境美化』につながるものの一つとして積極的に
活動したい。

◆ヨシ群落保全活動における課題（抜粋）
・人手不足、活動メンバーの高齢化
・イベントへ出役する顔ぶれが毎回同じ
・地域住民の無関心
・ヨシ紙や新しいヨシ活用の認知度が低く、コストが
かかる。

・実施イベントのマンネリ化
・活動費の創出(会費が大部分)
・どのように活動を伝え、協力を得て継続していくか。

◆ヨシ群落保全への思い（抜粋）



様々な連携・発信 資料１
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〇「滋賀魅力体験ウィーク」～Discover Shiga,Go Lake Biwa～におけるブース出展
（2025.8/27～8/29）

ヨシストラップづくりワークショップやヨシ帯の生態系を再現した水槽の展示
3日間でのべ27,900人が会場に訪れ、うち363人がワークショップを体験。ヨシ群落やMLGsに関心
をよせた。特に大阪府等、関西地域からの来場者が多く、「ヨシ群落が様々な生き物の住処に
なっていることがよくわかった」「ヨシ群落を訪れてみたい」等の感想をいただいた。

〇県民サロンでのヨシを素材に活用した衣装展示（2025.4/3～4/25）

琵琶湖岸のヨシを活用した「大阪・関西万博」スタッフユニフォームや
「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」のプラカーダーの帽子を県民サロンで展示。

以下の取組により、ヨシ群落の多様な機能や保全の意義について発信した。



様々な連携・発信 資料１
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〇琵琶湖博物館のドローン調査に同行
（R7.1.25）

〇チューリッヒ保険のｳｪﾌﾞﾏｶﾞｼﾞﾝに
ヨシに関する記事が掲載 (R7.4月)

ヨシ群落の保全や発信について、様々な企業・団体等と連携した。

〇『湖国と文化』冬号に掲載予定（R8.1月）

〇おおつ環境フォーラムの講座にて
琵琶湖博物館と共にヨシ群落について説明

～ヨシ特集～
「ヨシ群落保全条例と

その後の歩み」

NPO法人まるよしを紹介、
記事を提供。

（R7.9.27）



様々な連携・発信
資料１
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マザーレイクゴールズ（MLGs）とは、「琵琶湖」を切り口とした2030年の持続可能社会の実現を目指す目標（ゴー
ル）であり、「琵琶湖版のSDGs」
ヨシ群落を保全することは以下のゴールに寄与している。

○MLGｓ

２ ヨシ群落保全の支援活動
ヨシ群落や湖底の砂地など、水産資源の基盤となる環境
を整備

３ ヨシ群落の保全活動（ヨシ刈り等）に参加
ヨシを使った製品を開発
ヨシ群落をはじめとする多様な生き物の生息環境を保全

４ ヨシ群落の保全活動（ヨシ刈り等）に参加
ヨシ製品を積極的に利用
ヨシ群落刈取等の自然湖岸を保全

６ 森林やヨシ群落の保全活動に参加

12 ヨシを使った製品を使用
ヨシ群落の保全活動（ヨシ刈り等）に参加
ヨシのすだれや衝立を利用

13 琵琶湖の清掃活動やヨシ刈りなど、多様な主体が集まる
環境保全活動に参加



1

ヨシ群落infoについて

滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課

資料2－１



ヨシ群落infoについて

○作成の目的
・令和３年度にヨシ群落保全基本計画を改定、量的回復から質的向上へ
（造成から維持管理へ）

・維持管理の担い手であるヨシ群落保全活動団体の現状と課題
地域の保全活動の担い手不足
企業等（他所の人）のヨシ群落保全活動への関心の高まり

基本方針：地域住民の意思を尊重しつつ、事業者やボランティア
等との関わりによる取組を広げる

・取組を広げるうえでの課題
どこのヨシがどんな状況か、管理されているのか等の基本的な情報が
整理されていない

目的：情報を整理し発信することで、
地域と他所の人を繋げるきっかけづくりをする

2

資料2－１



ヨシ群落infoについて

〇経過および今後の予定

3

令和４～６年度 作成の方向性、内容検討

令和６年度 ヨシ群落保全活動に関する団体調査
ヨシ群落現況調査

令和７年度 関係団体等との意見交換会（12/19実施）
掲載情報の整理
運用開始に向けた実務検討（システム関係等）

令和８年度 運用開始
ヨシ群落info展開のための意見交換および発信

資料2－１



ヨシ群落infoについて

〇本日の主なご報告事項

4

（１）公開イメージ

「生物多様性しがマップ」の活用
ヨシ群落infoの構成
【昨年度からの変更点】

・「googleマイマップ」の活用→「生物多様性しがマップ」の活用
・掲載する情報の構成を見直し

（２）ヨシ群落の健全性について
【昨年度からの変更点】
・琵琶湖環境科学研究センターの研究をふまえて指標について検討

（３）公開後の展開について

資料2－１



（１）公開イメージ

○「生物多様性しがマップ」の活用

5

「生物多様性しがマップ」とは
生物多様性等に関する様々な情報がマップ上で確認できるシステム。令和４年から運用されている。

（例）「生物多様性しがマップ」内 外来魚回収ボックスのマップ

「生物多様性しがマップ」リンク

資料2－１



（１）公開イメージ

○「生物多様性しがマップ」に掲載するメリット

6

情報の窓口を一本化することで、ユーザーにとっての利便性が向上

ヨシ条例における保全区域が
すでに掲載されている

◆現在の「生物多様性しがマップ」の掲載項目

資料2－１



○「生物多様性しがマップ」の機能①

7

チェックボックスで情報を重ねられる

（１）公開イメージ 資料2－１



（１）公開イメージ

○「生物多様性しがマップ」の機能②

8

GISデータの取り込みが可能

資料2－１



○「生物多様性しがマップ」の機能③

9

エリア・ポイントごとに情報を表示できる

（１）公開イメージ 資料2－１



○「生物多様性しがマップ」の機能④

10

誰でも簡単に作画・計測が可能 →ヨシ群落保全活動をする際にも活用できる

面積

位置

さらに、
二次元コ―ド・リンク化
印刷機能もあり

文字や記号を貼りつけ

（１）公開イメージ 資料2－１



〇「ヨシ群落情報」の掲載イメージ

11

（１）公開イメージ

「生物多様性しがマップ」トップぺージのイメージ

ヨシ条例に基づく保全区域
ヨシ群落の現況調査（令和4年度）
ヨシ群落の地点調査
ヨシ群落保全活動の情報

ヨシ群落情報 >

すでに掲載されている保全区域情報を統合

資料2－１



〇「ヨシ群落情報」の構成イメージ

12

①ヨシ条例に基づく保全区域
→保護地区、保全地域、普通地域を面で表示

②ヨシ群落の現況調査（令和４年度）
→令和4年度の航空写真を用いた調査結果を面で表示

③ヨシ群落の地点調査
→群落ごとの基本情報を点で表示

④ヨシ群落保全活動の情報
→ヨシ群落関係団体の情報を点で表示

②

①

③

④

（１）公開イメージ

「ヨシ群落info」

すでに掲載されている

資料2－１



（１）公開イメージ

ヨシ群落情報

【階層①】ヨシ条例に基づく保全区域

13

✓

4種類の情報を好きなように
重ね合わせて閲覧できる

表示したい内容をクリック

ヨシ条例に基づく保全区域

ヨシ群落の現況調査（令和4年度）

ヨシ群落の地点調査

ヨシ群落保全活動の情報

資料2－１



（１）公開イメージ

14

✓

✓

4種類の情報を好きなように
重ね合わせて閲覧できる

表示したい内容をクリック

ヨシ

ヤナギ

ヨシ群落情報

ヨシ条例に基づく保全区域

ヨシ群落の現況調査（令和4年度）

ヨシ群落の地点調査

ヨシ群落保全活動の情報

【階層②】ヨシ群落の現況調査（令和４年度）
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ヨシ条例に基づく保全区域

ヨシ群落の現況調査（令和4年度）

ヨシ群落の地点調査

ヨシ群落保全活動の情報

（１）公開イメージ

【階層③】ヨシ群落の地点調査

15

✓

✓

4種類の情報を好きなように
重ね合わせて閲覧できる

表示したい内容をクリック

✓

（例）群落番号１
・所在地/
・かつての群落/
・ヨシ群落の状態/

ヨシ群落情報
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ヨシ条例に基づく保全区域

ヨシ群落の現況調査（令和4年度）

ヨシ群落の地点調査

ヨシ群落保全活動の情報

（１）公開イメージ

16

（例）ヨシを守る会
・団体の種類/
・活動状況/
・ヨシへの思い等/
・課題/
・ヨシの利用/
・関連団体等/

4種類の情報を好きなように
重ね合わせて閲覧できる

表示したい内容をクリック

【階層④】ヨシ群落保全活動の情報

✓

✓

✓

✓

ヨシ群落情報

資料2－１



（２）ヨシ群落の健全性について

17

○過去の審議会での委員からのご意見

・ヨシ群落保全における目指す姿や必要なことを整理・共有することが重要。

・健全性はＡＢＣで判断できるようなものではなく、きめ細やかに検討すべき

・外部から判定を押し付けるのではなく、地域が自ら考え、活動の活力にできる
ものが必要。

琵琶湖環境科学研究センターによる

「ヨシ群落の生育状態評価指標の開発研究」
（令和８年度～令和１０年度）

資料2－１



（３）公開後の展開について

①地域を巻き込んだ活動

・ヨシ群落infoのお披露目と、効果的な活用・展開のための
ワークショップを開催 （必要に応じて現場活動も含む）

・大学や中間支援団体と連携

②積極的な周知

・プレスリリース、県HP、SNS等での発信
・各種メールマガジン、県・市町の広報誌等に掲載
・環境保全活動、CSR等に関心がある企業・金融機関等への周知
・人が集まる場（県主催イベント等）へ出向いてチラシ等を用いてPR
・関連する県事業のホームページにもリンクを掲載

18

掲載するだけでは必要な人に届かない。
いかに活用していただくか、が重要。 そのために、以下の取組の実施を検討中。

地域を
巻き込んだ
展開

資料2－１



ヨシ群落の面積は増え
たが、時を経て、植生遷
移が進み、侵略的外来
植物が侵入している。

砂浜湖岸：
シジミの
生育不良

全国初
生態系保全
条例

アウトカム

研究内容目的

背景

植生湖岸ヨシ、砂浜湖岸のシジミ等の保全によ
るネイチャーポジティブ地域経済活動を支える
生態系モニタリングの見える化と、施策推進の
ため保全活動を含む生態系評価指標を開発する。

【政策課題2】
湖岸管理によるネイチャーポジティブの促進と評価指標の開発研究

開発により人工湖岸 合計40% 
（人工砂浜 人工植栽 ９％）

1992年
「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」
開発によって失われた生態系機能を取り戻すため
人工植栽、砂浜造成および保全活動に励んできた。
琵琶湖の水質は良くなってきたのに、生態系は・・・？

・今後は、量だけでなく「質」の回復が重要！

・熱心に活動してきたが、納得できる“状態”
になっていない。

・ネイチャーポジティブ-生態系評価の
ための生物分布情報が整理できていない。

調査、実験および
連携により、植生湖
岸、砂浜湖岸、琵琶
湖岸の生物多様性
情報を収集

湖岸生態系の新
たな多面的評価
指標を開発

☆ 湖岸管理に基づく管理指標、保全技術の提言
ヨシ群落や二枚貝の再生に資する、現場実装可
能な管理指標・技術を開発し、沿岸域の保全事業
を支援。

☆「生物多様性みえる化マップ」による情報発信強
化 県民・関係団体が活用できる視覚的ツールを
通じて、保全活動・環境学習・普及啓発を促進。

☆滋賀県の関連施策への科学的裏付けの提供
琵琶湖保全再生施策、
ヨシ群落保全基本計画、
生物多様性しが戦略、
MLGs等の推進に貢献。
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　（３）普通地域

地域の信頼を得ながら、県民等と事業者および県が市町の協力も得て一体となって、
「つながる・支える・知らせる」の視点から体制を発展させる

 １ 調査研究

　２　維持管理事業

　３　保全目標

 ２ 普及啓発

　本計画を推進することは、SDGｓとMLGsのゴール・ターゲット達成にも貢献

 ３　ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標）とＭＬＧｓ（マザーレイクゴールズ）への貢献

　県および関係機関の各保全事業が保全目標に寄与するよう、相互の連携を深める

　分布状況、生育状況等を継続的に把握するとともに、生態系や文化等に関わる調査研究、協働の方法等の検討を進める
　ヨシ等の植栽方法、刈取り手法、維持管理による効果の可視化、刈り取ったヨシの利用・活用について調査研究

　琵琶湖博物館での展示、県民等の参加できる体験型イベントの開催、各種広報媒体を活用した普及啓発

　地域の自治会、まちづくり協議会、環境団体、河川愛護団体をはじめ各種団体、学校、事業者との協働
　新たな参加者を加える、地域同士の交流を図る等、地域を支え、地域とともに活動を実施できる体制を整える

　生物の生態や地域の特性、ヨシの利活用などに応じて、ヨシ群落の多様な機能とそれを担保する環境の多様性に留意
　清掃、侵略的外来水生植物の除去、ヨシの刈取り、火入れ、補植、ヤナギの伐採などの維持管理を行う
　地域住民の意思を尊重しながら、事業者やボランティア等との協働で持続的に活動

　関係法令に基づく制度と整合を図りながら、許可制度の適正な運用

　１　造成事業

　ヨシ群落の生育する環境と機能を十分理解し、地域特性に配慮し、自然の回復力をできるだけ活かした工法により
ヨシ群落の再生モニタリングを行い、ヨシ群落の機能が十分発揮できているか科学的に評価

　適切な維持管理事業を重視
　ヨシ群落の再生が期待される場所での造成事業

　第２　保全事業（造成事業、維持管理事業）

　２　基本方針
　（１）多様な働きを持つヨシ群落を地域の特性に応じて、健全な育成を図る
　（２）事業者やボランティア等との関わりによる取組を広げ、地域とともに保全活動を行っていく
　（３）「守る・育てる・活用する」の循環の構築により、持続的な取組を進める

　第４　有効な利用

　４　許可制度

　第５　執行体制

・琵琶湖のヨシ群落面積は、昭和28年程度に回復
　　２６０．８ｈａ→２５５．８ｈａ（平成２５年）
・内湖のヨシ群落面積は、ほぼ同程度で推移
　　２２０ｈa（昭和２０年頃）→１９６．６ｈａ（平成２５年）
・ヨシ群落におけるヤナギの面積比率が増加
　　琵琶湖 ２６％（平成４年）→ ４６％（平成２５年）
　　内湖 ６％（平成４年）→ １３％（平成２５年）
・侵略的外来水生植物の侵入
・地域の保全活動の担い手不足
　→企業等の保全活動団体の増加
　　　（H２９時点　４５団体)

　ヨシ群落の質的な保全・再生を目指し、ヨシ群落の健全な育成を図る
　・良好なヨシ群落が現存している場所においてはその状態を維持
　・衰退した場所においては再生し、地域の特性に応じた維持管理や利用を推進

　　生態特性により配慮し、刈取りや清掃などの適切な維持管理を実施

　　県民等による保全活動が行われるヨシ群落の拡大を図る

　　地域の特性に応じ維持管理を実施

かつてあらゆる生活の場で利用されていたヨシをもう一度、生活の中で活かしていく
新たな利用・活用法は持続可能な取り組みになることが重要
ヤナギやハンノキなどの利用・活用を進めることもヨシ群落の保全につながる
ヨシやヤナギ等の長期的な利用は、CO2ネットゼロに貢献
新たな利用・活用法の情報収集、発信、技術開発や支援、調査・研究を進める

　（１）保護地区

 １ 県等の体制

 ２ 地域の体制

　第６　その他重要事項
　（２）保全地域

　ヨシ群落保全基本計画の概要

　第１　基本的・総合的な方針 　第３　環境学習および自然観察

　１　現状と課題

滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例　第９条第１項の規定に基づき策定（計画期間：令和3年度（2021年度）から令和12年度（2030年度））
環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築
ヨシ群落から生み出される自然の恵みの、地域資源としての安定的かつ持続的な供給
ヨシ群落を「自然と人との理想的な共生関係を育む場」ととらえ、守り、育て、活用する

ヨシ群落は、人間活動と琵琶湖等のかかわりについて理解するうえで、身近でふさわしい対象
ヨシ群落保全の実践活動や自然観察会を実施し、ヨシ群落の保全と活用の必要性について普及啓発
子どもがヨシ群落と関わり、その恵みを学び感じる機会を設けることは、今後の地域のヨシ群落保全活動の担い手を
育てる上で重要
地域、各種団体、企業（事業所）、学校、行政などが協働し進める

ヨシ群落面積の推移


